
－1－ 

ライオンズクラブ国際協会３３３－Ｄ地区 

地区ガバナー、第一・第二副地区ガバナー推薦委員会規則 

 

この内規は３３３－Ｄ地区にとって最重要案件である次期第一・第二副地区ガバナーの選出が、地区

内の融和と協調の上にたって、ふさわしい人材を求め、公明正大な選出を行い、地区の健全な発展を期

するために「標記推薦委員会」の設置を次の条文で定める。 

 

第１条 名称 

本委員会の名称は「ガバナー推薦委員会」（以下、推薦委員会）とする。 

 

第２条 推薦委員会の目的 

本委員会は各候補者を地区年次大会選挙において信任投票になるように努力することを目的

とする。 

 

第３条 推薦委員会の設置 

（１） 地区ガバナーは委嘱状を交付して推薦委員会の委員を指名する。次の者が委員となり、地

区ガバナーが委員長を務め、ゾーン・チェアパーソンから副委員長１名を互選する。 

 名誉顧問・元地区ガバナー、ゾーン・チェアパーソン  

なお、必要に応じて元リジョン・チェアパーソンまたはゾーン・チェアパーソン経験者よ

り、若干名を選任することもある。 

（２） 委員から第二副地区ガバナー候補者が出た場合は、推薦委員会構成員を辞退する。 

（３） 推薦委員会は､各リジョンから推薦を受けた候補者の数が、１人の場合はその候補者を､複

数人の場合は諸般の事情を的確に判断して調整を図り、１名の候補者を決定する。その期

限は１１月末日とする。 

（４） 第二副地区ガバナーが半期以上を務めた場合は、第一副地区ガバナーの推薦を優先する。

但し、地区年次大会において、国際付則第 9 条第６項(b)に従って、出席して投票した代議

員の過半数の賛成投票を得なければならない。 

 

第４条 推薦委員会の手順 

（１） 地区ガバナーは別途９月末までに地区内有資格者調査と確認を行う。 

（２） 委員会は９月１日に立候補届出先、受付開始日及び締切日を通知する。 

届 出 先  キャビネット事務局 

届出開始日  １０月１日 （土日の場合はその直後の平日とする） 

届出締切日  １１月１日 （土日の場合はその直後の平日とする） 

（３） 委員会は１月末日までに立候補者の選考を終了し、第３回キャビネット会議で承認を受け、

その日より指名選挙管理委員会に付託する。 

 

第５条 各立候補者資格審査基準 

（１） ３３３－Ｄ地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー各推薦規則による。 

（２） 国際会則・付則に基づき、第二副地区ガバナー就任時点で下記の条件を満たしていること。 
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（a） クラブ会長として全期または任期の過半を、そして理事会構成員として更に２年以上

務め、かつ 

（b） ゾーン・チェアパーソン、リジョン・チェアパーソン、キャビネット幹事、キャビネ

ット会計のいずれかの役職者として、全期または任期の過半を務めた者。 

（c） 上記のいずれの役職も、同時に達成させることはできない。 

（３） 所定の書式による立候補届並びに推薦状、所信文の提出があること。 

（４） ライオンズクラブについて習熟し、人格円満にして、優れたリーダーシップの持ち主であ

ること。 

（５） 所属クラブは元より、ゾーン、リジョンにおいて大きな信頼を得ていること、地区におけ

る過去の業績・貢献度を勘案すること。 

 

第７条 立候補者届出 

立候補者は１０月末日までに、所定の立候補届並びに推薦状に所信文を添えて、本人または所

属クラブが地区ガバナーへ届け出ること。（届け先はキャビネット事務局） 

 

第８条 立候補者の調整、各日程の変更 

立候補届出者が無い場合、委員会は慎重審議の上、有資格者から候補者を推薦する。立候補者

が複数になった場合も、第５条に合わせて、信任投票となるよう努力する。 

なお、審議にあたって期日の変更が必要な場合は条文に掲げた日程等変更する事が出来る。 

 

第９条 地区年次大会への議案提出 

推薦委員会は推薦した候補者を委員会推薦候補者として公表し、地区ガバナーはこの答申を尊

重し､キャビネット会議の決議を経て国際会則国際付則及び複合地区会則の定めるところによ

り、｢候補者｣の推薦を準地区の年次大会に提出議案として提出する。 

 

第１０条 空席補充 

現職の地区ガバナー、第一、第二副地区ガバナー、または本規則により推薦された候補者が欠

けたときは、国際会則付則及び複合地区会則に基づき、空席補充の手続きを行う。 

 

第１１条 本規則の改廃 

本規則は地区キャビネットの決議、２／３以上の賛成で改廃できる。 

 

 

（付則） 

2005 年 4 月 2 3 日制定、2005 年 7 月 1 日より施行。 

2008 年 4 月 27 日一部改正、2008 年 7 月 1 日より施行。 

2012 年 4 月 8 日、第 58 回年次大会議決を経て一部改正、2012 年 4 月 9 日施行する。 

2015 年 6 月 15 日、第 4 回キャビネット会議にてリジョン・チェアパーソンの文言を一部、ゾーン

チェアパーソンに変更。 

 


